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衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
廃
棄
物
処
分
場
跡
地
等
の
再
利
用
に
お
け
る
安
全
確
保
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁 

書
を
送
付
す
る
。 
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閣
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一 

 



 

一
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

平
成
三
年
に
改
正
さ
れ
た
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
廃

棄
物
処
理
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
平
成
四
年
七
月
四
日
以
降
は
、
第
九
条
第
三
項
（
第
九
条
の
三
第
六
項
及
び
第

十
五
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
八
条
第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
第
九
条

の
三
第
一
項
の
届
出
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
又
は
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分

場
の
設
置
者
が
、
当
該
最
終
処
分
場
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
（
保
健
所
を
設
置
す
る
市
に
あ
っ
て

は
市
長
。
以
下
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
た
め
、
都
道
府
県
知
事
は
当
該
届
出
に
よ
り
廃
止

さ
れ
た
最
終
処
分
場
の
数
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
厚
生
省
に
お
い
て
は
、
現
時
点
で
は
そ
の
数
を

把
握
し
て
い
な
い
。 

廃
棄
物
処
理
法
の
施
行
の
日
（
以
下
「
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
は
、
清
掃
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
七 

衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
廃
棄
物
処
分
場
跡
地
等
の
再
利
用
に
お
け
る
安
全
確
保
に
関
す
る
質
問
に
対
す 

る
答
弁
書 

三 

 



 

法
施
行
日
以
降
は
、
事
業
活
動
に
伴
っ
て
排
出
さ
れ
た
廃
棄
物
で
あ
る
産
業
廃
棄
物
と
そ
れ
以
外
の
廃
棄
物
で
あ
る
一
般

廃
棄
物
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
処
分
を
行
う
市
町
村
、
事
業
者
等
が
廃
棄
物
処
理
法
に
基
づ
く
埋
立
処
分
の
基
準
に
従
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
廃
棄
物
処
理
法
に
基
づ
く
基
準
は
、
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
処
分
方
法
を
明
確
化
す
る

等
清
掃
法
に
基
づ
く
汚
物
の
処
分
の
方
法
に
関
す
る
基
準
に
比
べ
て
強
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
廃
棄
物
処
理
法
に
基

づ
く
基
準
の
う
ち
、
埋
立
地
か
ら
の
浸
出
液
に
よ
っ
て
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
を
汚
染
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
（
以
下
「
汚
染
防
止
基
準
」
と
い
う
。
）
に
関
し
て
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施 

十
二
号
）
に
基
づ
き
、
廃
棄
物
処
理
法
に
お
い
て
「
廃
棄
物
」
と
さ
れ
る
ご
み
、
燃
え
殻
、
汚
泥
、
ふ
ん
尿
及
び
動
物
の
死

体
を
「
汚
物
」
と
定
義
し
、
そ
の
処
理
に
つ
い
て
、
清
掃
法
の
規
定
に
基
づ
く
規
制
が
行
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
市

町
村
、
多
量
の
汚
物
を
生
ず
る
土
地
又
は
建
物
の
占
有
者
で
あ
っ
て
市
町
村
長
に
自
ら
汚
物
を
処
分
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ

た
者
及
び
汚
物
取
扱
業
者
が
行
う
汚
物
の
処
分
の
方
法
に
関
す
る
基
準
と
し
て
、
清
掃
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第

百
八
十
三
号
）
第
二
条
に
お
い
て
「
埋
立
場
及
び
ご
み
焼
却
場
は
、
環
境
衛
生
上
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
少
な
い
場
所
を

選
ぶ
こ
と
」
及
び
「
ご
み
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
一
層
の
埋
立
の
高
さ
を
五
メ
ー
ト
ル
以
内
と
し
、
す
み
や
か
に

表
面
を
土
そ
の
他
適
当
な
物
で
充
分
に
お
お
う
こ
と
」
が
定
め
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

四 

 



 

四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
二
項
に
よ
り
廃
棄

物
処
理
法
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
埋
立
地
に
お
い
て
行
う
埋
立
処
分
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
し
か
し
、
平
成
九
年
の
廃
棄
物
処
理
法
施
行
令
の
改
正
に
よ
り
、
平
成
十
一
年
六
月
十
七
日
以
降
は
、
廃
棄
物
処
理

法
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
埋
立
地
に
お
い
て
行
う
埋
立
処
分
に
つ
い
て
も
、
汚
染
防
止
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
、
生

活
環
境
保
全
の
た
め
の
施
策
を
強
化
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

廃
止
さ
れ
た
最
終
処
分
場
の
跡
地
の
再
利
用
に
関
し
て
、
新
た
に
廃
棄
物
の
処
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、

国
に
廃
棄
物
処
理
法
第
四
条
第
三
項
の
責
務
が
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。 

昭
和
五
十
二
年
に
大
阪
市
立
環
境
科
学
研
究
所
及
び
大
阪
市
環
境
保
健
局
環
境
部
が
行
っ
た
調
査
（
以
下
「
昭
和
五
十
二

年
調
査
」
と
い
う
。
）
は
、
製
鉄
工
業
等
の
工
場
に
お
い
て
採
取
し
た
汚
泥
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
ユ
ニ 

本
件
に
つ
い
て
は
、
大
阪
市
か
ら
報
告
を
受
け
て
お
り
、
承
知
し
て
い
る
。 

五 

 



 

六
に
つ
い
て 

バ
ー
サ
ル
・
ス
タ
ジ
オ
・
ジ
ャ
パ
ン
の
予
定
地
（
以
下
「
Ｕ
Ｓ
Ｊ
予
定
地
」
と
い
う
。
）
の
土
壌
を
採
取
し
て
行
っ
た
も
の

で
は
な
い
と
大
阪
市
か
ら
報
告
を
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
土
壌
汚
染
の
調
査
及
び
対
策
に
係
る
「
重
金
属
等

に
係
る
土
壌
汚
染
調
査
・
対
策
指
針
及
び
有
機
塩
素
系
化
合
物
等
に
係
る
土
壌
・
地
下
水
汚
染
調
査
・
対
策
暫
定
指
針
に
つ

い
て
」
（
平
成
六
年
十
一
月
十
一
日
環
境
庁
水
質
保
全
局
長
通
知
。
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）
に
規
定
さ
れ
て
い
る
基
準

値
は
土
壌
か
ら
地
下
水
等
に
溶
出
す
る
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
有
害
物
質
の
濃
度
に
関
す
る
基
準
値
で
あ
り
、
汚
泥
そ
の
も
の

の
分
析
結
果
で
あ
る
昭
和
五
十
二
年
調
査
の
数
値
と
比
較
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
る
。 

廃
棄
物
処
理
法
に
お
い
て
は
、
産
業
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
金
属
等
の
検
定
方
法
（
昭
和
四
十
八
年
環
境
庁
告
示
第
十
三

号
）
に
よ
り
測
定
し
た
汚
泥
の
総
水
銀
の
溶
出
量
値
が
〇
・
〇
〇
五
ｍ
ｇ
／
Ｌ
を
超
え
た
場
合
に
は
、
人
の
健
康
に
対
す
る

影
響
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
適
切
に
処
分
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
有
害
な
産
業
廃
棄
物
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
御
指

摘
の
昭
和
五
十
二
年
調
査
に
お
け
る
溶
出
量
値
〇
・
〇
〇
六
Ｐ
Ｐ
ｍ
は
、
検
定
方
法
が
異
な
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
数
値
を
比

較
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。 

平
成
九
年
に
住
友
金
属
工
業
株
式
会
社
が
大
阪
市
の
指
導
の
下
で
実
施
し
た
調
査
（
以
下
「
平
成
九
年
調
査
」
と
い 

六 

 



 

七
及
び
八
に
つ
い
て 

ま
た
、
御
指
摘
の
土
壌
は
鉱
さ
い
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
鉱
さ
い
を
管
理
型
の
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
搬
入
し
て

埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
廃
棄
物
処
理
法
第
二
条
第
五
項
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
き
当

該
鉱
さ
い
が
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
基
準
等
に
適
合
し
、
管
理
型
の
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
で
埋
立
処
分
で
き
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
土
壌
の
埋
立
処
分
に
際
し
て
も
当
該
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
が

事
業
者
で
あ
る
住
友
金
属
工
業
株
式
会
社
及
び
事
業
者
か
ら
委
託
を
受
け
て
処
分
を
行
う
者
で
あ
る
大
阪
湾
広
域
臨
海
環
境

整
備
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

う
。
）
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｊ
予
定
地
の
一
部
で
あ
る
最
終
処
分
場
の
跡
地
の
土
壌
に
関
す
る
汚
染
状
況
の
調
査
で
あ
り
、
昭
和
五
十

二
年
調
査
は
、
五
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
工
場
に
お
い
て
採
取
さ
れ
た
汚
泥
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
両
者
の

数
値
を
比
較
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。 

平
成
九
年
調
査
は
、
指
針
に
基
づ
き
、
大
阪
市
の
指
導
の
下
に
二
度
に
わ
た
り
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
最

終
処
分
場
の
跡
地
の
再
利
用
に
当
た
り
、
土
壌
汚
染
の
防
止
対
策
が
必
要
な
土
壌
の
範
囲
と
対
策
の
方
法
を
定
め
る
た
め
の

調
査
と
し
て
は
適
切
で
あ
り
、
御
指
摘
の
再
調
査
を
行
う
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

七 

 



 

 

八 

九
に
つ
い
て 

既
に
廃
止
さ
れ
た
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
の
跡
地
が
再
利
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
環
境
保
全
上
の
支
障
を
生
じ
な
い
よ 

う
、
必
要
に
応
じ
、
地
方
公
共
団
体
が
指
針
を
参
考
に
再
利
用
を
行
う
事
業
者
に
対
し
て
適
切
な
指
導
を
行
う
よ
う
国
と
し

て
引
き
続
き
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。 


